
 

平成２５年７月１６日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年(○○)第●●号 取立金請求事件 

口頭弁論終結日 平成２５年６月１１日 

 

       判     決 

     原告     国 

被告     Ｙ株式会社 

 

       主     文 

１ 被告は、原告に対し、３３３万１４６０円及びこれに対する平成２３年１０

月２２日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。 

２ 訴訟費用は、被告の負担とする。 

３ この判決は、１項に限り、仮に執行することができる。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

主文同旨 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、有限会社Ａ（以下「Ａ」という。）が被告から別紙物件目録記載

１及び２の建物（以下、別紙物件目録記載１の建物を「本件建物１」、別紙

物件目録記載２の建物を「本件建物２」という。）を賃借し、その際、保証

金（敷金）としてそれぞれ２２９万９０００円及び１８３万９２００円を支

払っていたところ、Ａが所得税等を滞納したため、原告が上記各敷金返還請

求権を差し押さえ、その後、Ａが被告に対し、本件建物１及び２を明け渡し

たとして、原告が、被告に対し、上記各敷金返還請求権に基づき、上記差し

入れた敷金の８割５分又は８割（いずれも約定の割合）である１４９万２２
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６０円及び１８３万９２００円の計３３３万１４６０円並びにこれに対する

履行期（明渡し日）の翌日以降である平成２３年１０月２２日から支払済み

まで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案で

ある。 

２ 前提となる事実 

（１）被告は、土地・建物の賃貸借等を目的とする株式会社である（甲３）。 

（２）Ａは、被告との間で、平成１８年１月３１日、本件建物１について、賃料

を月額１９万１５２０円、期間を竣工日（同年６月末日を目処とする。）か

ら２年間で賃借する内容の賃貸借契約（以下「本件賃貸借契約１」という。）

を締結した（甲４、５）。 

（３）Ａと被告は、本件賃貸借契約１を締結する際、Ａが被告に対し、保証金と

して１７５万５６００円を支払い、本件賃貸借契約１が解約され、本件建物

１が返還されたときは、契約期間が２年以上１０年未満であれば、上記保証

金の８割５分を返還するとの合意（以下「本件敷金契約１」という。）をし

た（甲４）。 

（４）Ａは、被告に対し、本件賃貸借契約１の保証金として、平成１８年１月２

０日に５２万０５２０円、同年６月３０日に１２３万５０８０円をそれぞれ

支払った（甲５）。 

（５）Ａは、平成１８年７月１日、被告から本件建物１の引渡しを受けた（甲５）。 

（６）Ａは、被告との間で、平成１８年１０月２７日、本件建物２について、賃

料を月額２０万９０００円、期間を同日から２年間で賃借する内容の賃貸借

契約（以下「本件賃貸借契約２」という。）を締結した（甲６）。 

（７）Ａと被告は、本件賃貸借契約２を締結する際、Ａが被告に対し、保証金と

して２２９万９０００円を支払い、本件賃貸借契約２が解約され、本件建物

２が返還されたときは、契約期間が２年以上１０年未満であれば、上記保証

金の８割を返還するとの合意（以下「本件敷金契約２」という。）をした（甲
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６）。 

（８）Ａは、被告に対し、本件賃貸借契約２の保証金として、平成１８年１０月

２５日に４５万９８００円、同年１１月３０日から平成２０年１１月７日ま

でに２４回に分けて計１８３万９２００円を支払った（甲５）。 

（９）Ａは、平成１８年１２月１日、被告から本件建物２の引渡しを受けた（甲

５）。 

（１０）Ａは、本件建物１において飲食店「Ｂ」を経営していたが、平成１９年

春頃には、被告の承諾を得た上で本件建物１と２の間の仕切りを取り払い、

本件建物１及び２において上記飲食店を経営していた。その後、Ａは、平成

２０年秋頃からは店名を飲食店「Ｃ」に変え、本件建物２のみでこれを経営

していたところ、平成２２年頃からは、本件建物１において、もつ鍋店「Ｄ」

の経営を始めた（甲５、１６）。 

（１１）原告は、Ａに対し、平成２１年９月１５日時点で、別紙租税債権目録１

記載の租税債権を有していた（甲２の１）。 

（１２）原告は、上記租税債権を徴収するため、被告に対し、平成２１年９月１

６日、債権差押通知書を送達し、本件敷金契約１及び２に基づく各保証金（敷

金）返還請求権を差し押さえた（甲１０の１・２）。その後、新たにＡが滞

納した租税債権を徴収するため、原告は、被告に対し、別紙租税債権目録２

記載の番号２ないし５及び９ないし１１に関して平成２３年１２月１４日に、

別紙租税債権目録３記載の番号６、１３及び１４に関して平成２４年９月１

９日に、それぞれ債権差押通知書を送達している（甲１１の１・２、甲１２

の１・２）。なお、同月１８日時点で、原告がＡに対して有している租税債

権は、別紙租税債権目録３記載のとおりである（甲２の３）。 

（１３）Ａは、被告に対し、平成２２年９月２２日までに本件建物１を明け渡し

た（甲５、弁論の全趣旨）。 

（１４）Ａは、被告に対し、平成２２年１２月２７日までに本件建物２を明け渡
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した（甲５、弁論の全趣旨）。 

３ 争点 

（１）返還すべき保証金の額（争点１） 

（２）Ａによる免除（争点２） 

４ 争点に対する当事者の主張 

（１）争点１（返還すべき保証金の額）について 

ア 原告の主張 

（ア）被告が返還すべき保証金の額は、本件敷金契約１に基づき差し入れた

保証金１７５万５６００円の８割５分である１４９万２２６０円、本件

敷金契約２に基づいて差し入れた保証金２２９万９０００円の８割であ

る１８３万９２００円である。 

（イ）Ａは、被告に対し、Ｅ（以下「Ｅ」という。）が本件建物１をＡが経

営していたもつ鍋店「Ｄ」の店舗のまま（居抜きのまま）賃貸すること

の同意を得た上で、本件賃貸借契約１を解約しているから、Ａは、本件

建物１について原状回復義務を負担していない。 

（ウ）Ａは、被告に対し、Ｆ（以下「Ｆ」という。）が本件建物２をＡが経

営していた飲食活「Ｃ」の店舗のまま（居抜きのまま）賃貸することの

同意を得た上で、本件賃貸借契約２を解約しているから、Ａは、本件建

物２についても原状回復義務を負担していない。 

（エ）したがって、内装撤去や備品類処分費用、Ａが荷物を残置したことに

よる損害（残置場所の賃料相当損害金）を保険金から差し引く理由はな

い。 

イ 被告の主張 

Ａは、本件建物１又は２内に荷物を残置し、間仕切りを取り払ったまま

にするなど原状回復を行っておらず、内装撤去等費用１２６万１７０６円、

備品類処分費用３０万円、荷物の置いてある場所（３.２坪）の１か月の賃

 4 



 

料相当額３万８４００円の２１か月分の賃料相当損害金８０万６４００円

の計２３６万８１０６円の損害が発生しているので、これらを保証金から

差し引くべきである。 

（２）争点２（Ａによる免除）について 

   ア 被告の主張 

本件賃貸借契約１及び２の１６条２号（契約解除事由）に該当する事由

があったこと、上記各契約を解約したときにＡから保証金の返還が請求さ

れていないことなどの事情からすれば、Ａは本件敷金契約１及び２に基づ

く保証金返還請求を放棄（債務を免除）したものである。 

イ 原告の主張 

（ア）Ａが、本件敷金契約１及び２の解約時に本件敷金契約１及び２に基づ

く保証金の返還を請求していないとしても、債務を免除したことにはな

らない。 

（イ）Ａによる解約前に原告が本件敷金契約１及び２に基づく各保証金返還

請求権を差し押さえているところ、原告の差押え後に保証金返還債務の

免除等差押えられた財産（保証金返還請求権）の法律上の処分をしても、

そのことをもって原告に対抗することはできない。 

第３ 争点に対する判断 

１ 争点１（返還すべき保証金の額）について 

（１）証拠（甲５）によれば、Ａと被告は、本件賃貸借契約１及び２を合意解除

したことが認められ、その後、被告が、Ｅ及びＦに対し、本件建物１及び２

をＡに貸していたときの状態のまま（居抜きのまま）賃借したことは当事者

間に争いがない。 

そうである以上、Ａが本件建物１及び２を原状に戻さずに明け渡すことが

想定されていたというべきであって、Ａと被告との間で、現状のままＥ及び

Ｆに本件建物１及び２を引き継ぐこと、すなわち、Ａが原状回復義務を負わ

 5 



 

ないことを合意していたことが認められる（甲５）。したがって、Ａは、本

件賃貸借契約１及び２に基づく原状回復義務を負担していない。 

また、Ｅ及びＦがＡの従業員であったとしても、そのことから直ちにＥ及

びＦが本件建物１及び２から退去する際の原状回復に関し、Ａが重ねて義務

を負うと認められるものではないし、そのほか、ＡがＥ及びＦと併せて原状

回復義務を負うと認めるに足りる事情は見当たらない。 

（２）仮に、Ａがその所有する動産等を本件建物１及び２に残置していたとすれ

ば、本件建物１及び２の明渡し後の不法行為に基づいてＡが損害賠償責任を

負う可能性はあるとしても、上記のとおり、本件賃貸借契約１及び２に基づ

く損害の賠償ではない以上、本件敷金契約１及び２によって担保される損害

賠償には当たらない。 

（３）したがって、仮に、内装撤去等費用１２６万１７０６円、備品類処分費用

３０万円、荷物の置いてある場所（３.２坪）の１か月の賃料相当額３万８４

００円の２１か月分の賃料相当損害金８０万６４００円の計２３６万８１０

６円の損害が発生しているとしても、本件敷金契約１及び２に基づく保証金

から差し引くべきものとは認められない。また、上記損害の発生を認めるに

足りる証拠もない。 

（４）以上によれば、被告が返還すべき保証金の額は、本件敷金契約１に基づき

差し入れた保証金１７５万５６００円の８割５分である１４９万２２６０円、

本件敷金契約２に基づいて差し入れた保証金２２９万９０００円の８割であ

る１８３万９２００円となる。 

２ 争点２（Ａによる免除）について 

（１）Ａが、原告に差し押さえられていたので返還を求めることができないと考

えて（そのように考えていた旨Ａの代表者が説明している（甲５）。）、明

渡しの際に保証金の返還を求めなかったとしても不自然ではないから、差押

えという本件賃貸借契約１及び２の１６条２号の契約解除事由に該当する事
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由があったり、上記各契約を解約したときにＡから保証金の返還が請求され

ていなかったからといって、直ちにＡが本件敷金契約１及び２に基づく各保

証金返済債務を免除していると認められるものではない。被告の主張におい

ても、上記事情等から、被告が、Ａが保証金返還請求を放棄したものと判断

したといっているにとどまり、Ａから明示的に免除の意思表示があったと言

っているわけではない。他方で、Ａの代表者が、突っ込んだ話はしていない

ものの、明渡しの際に被告代表者に対して口頭で保証金の返還は求めたと説

明するなど、保証金返還債務を免除する意志はなかったと解される説明をし

ている（甲５）。そのほか、被告が主張する事情（Ａの家賃滞納や残置物の

処理に応じないことなど）を考慮しても、Ａが明示ないし黙示的に免除の意

思表示をしていたとまで認めることはできない。 

（２）そうである以上、被告のＡによる免除の主張には理由がない。 

第４ 結論 

以上によれば、被告に対し、本件敷金契約１及び２に基づき、１４９万２２

６０円及び１８３万９２００円の計３３３万１４６０円並びにこれに対する履

行期（明渡し日）の翌日以降である平成２３年１０月２２日から支払済みまで

商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求める原告の請求にはす

ベて理由がある。 

よって、主文のとおり判決する。 

 

大阪地方裁判所第２５民事部 

裁判官     松本 武人 
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